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Ⅰ 変更事由

１ 主要事業の実施に関する変更について

分収林契約に基づく主間伐の追加により事業量の変更を行うものである。

２ 国有林内における民間団体の多様な活動を推進するための新規設定

国有林野を林業体験、自然観察等の多様な体験の場として活用を図るため、フィールド提供として

「青川源流の森」を設定したことにより変更を行うものである。

Ⅱ 変更箇所

２ 施業群及び生産群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積又は標準伐採量、伐採箇所

ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新箇所ごとの更新量

（１) 伐採造林計画簿

伐採・更新箇所ごとの伐採・更新面積及び方法等については、伐採造林計画簿に示すとおりである。

（６）伐採総量 （単位： ㎥ 、 ｈ ａ ）

林 地 林 地 変更計
区 分 以 外 合 計 画 前

主 伐 間 伐 小 計 臨時伐採量 計

(774.24)
国 土 保 全 タ イ プ 47,798 47,798

水
小面積分散伐区

土 水 枝 打 2,138 2,138

保 源 小面積分散伐区 2,384 6,219 8,603

全 か 長 伐 期 12,914 12,914

林 ん 人 工 林 複 層 伐 6,970 2,118 9,088

養 人 工 林 長 伐 期
複 層 伐 4,178 4,178

タ
人 工 林 漸 伐 1,123 1,123

イ
人 工 林 択 伐 2,894 2,894

プ
木曽ヒノキ択伐 500 500

(458.76)
小 計 9,854 31,584 41,438

(1233.00)
計 9,854 79,382 89,236

森林 森林空間利用タイプ (59.78)
と人 3,707 3,707
との
共生 (59.78)

林 計 3,707 3,707

資源 一 般 用 材 9,426 5,426 14,852
の循
環利 優 良 柱 材 11,491 3,316 14,807
用林

人 工 林 漸 伐 329 329

(113.91)
計 20,917 9,071 29,988

(1406.69)
合 計 30,771 92,160 122,931 6,069 129,000 129,000 124,000

(282.70)
年 平 均 6,302 18,505 24,807 1,243 26,050 26,050 24,800

（注）１ （ ）書は間伐面積である。
２ 年平均は、従来の年平均に当該計画変更による伐採量の増減量を残期間(年数)で除したものを

加えて算出。
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７ その他必要な事項

（２） フィールドの提供

ウ その他

名称 面積 位置 設定の目的等

（ha） （林小班等）

青川源流の森 649.25 1はに、 2ろはに、4いはに 国有林内における民間団体

とロハ、5ろはほ、7ろは、 の多様な活動を推進するため

8ろはに、9ろは、10ろほへ のフィールドとして設定。

とちぬ、11はにへぬ、12に、

13に、14は、18ろ、19へと、 協定相手方：NPO法人 つけち

29ろはにほイ、30ほへちり、 協 定 年 度：平成20年度

43ろ、はにほ、46ろに、48

はにち、49いろはにほへ、

50ろはにほへとイロ、51へ、

54ろ、55いは、58いろイ、

59はに、60いろ、61ろ、76

へ、77ろはにほへ、78いろ

はに、79いろはにイ、80い

ろ、94い、95い、96い、97

いろ、98いろ、125へ、134

は、東股田瀬林道（東股）

：専用林道入口から百間滝

までの区間


